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1.　は じ め に
子どもたちの健全な発達、健康の維持・促進には、子ども

たちを取り巻く適切で良好な環境が重要である。しかし、今
日、子どもの成長に関わる成育環境はさまざまな課題が山積
みされ、少子化対策のみならず将来を切り開く人材をいかに
育むかは、重要な社会的課題であると指摘されている1）。
近年、女性の社会進出に伴い保育所等を利用する子ども

数は年々増加傾向にあり、子どもたちの健康問題や事故予
防に対応すべく、種々のガイドラインが出され、健康支援
の充実が期待されている。
しかし、保育所等に勤務する看護師、保健師、助産師など
の看護職（以下、「看護職」という）の配置基準はなく、保
育所で働く看護職の数は平成27年には約9000人、認可保育
所の看護職配置率は4割と、10年前と比べ2倍以上になって
いるものの未だ低い状況である2）。入所する児童の低年齢化
や、アレルギー疾患等慢性疾患を持つ子どもの受け入れの
増加など3）、保育所における保健面での配慮はこれまで以上
に求められており、看護職による健康支援の充実が期待され
ている。一方、看護基礎教育、卒業後の継続教育では、保
育所等の看護職に特化したカリキュラムはなく、一人職場で
あるために体系的な学びを行うことも難しい状況にある。
そこで、保育施設で働く看護職が、保育者と共に子ども

の健康支援者となるために必要な能力を向上させるための
学習プログラムを開発し、基礎教育終了後の教育システム
のあり方について検討することを目的とし、その基礎資料
を得るため、2017年度よりプロジェクト事業を開始した 4）。
本報告書では、今年度実施した学術集会におけるテーマ

セッションの開催、昨年度からの質問紙調査の結果の2点
について報告する。

2. 日本小児看護学会第28回学術集会テーマセッション
「保育園看護職と語ろう（2）～医療医的ケアのある子
どもの保育所における健康支援と医療機関の協力・連
携を探る～」の開催 5）

1）　趣旨
児童福祉法や障害者自立支援法の一部改正により医療的

ケア児支援のための施策が進められ、保育所における医療
的ケアのある子どもの保育所での受け入れが、少しずつで
はあるが着実に進められている。2017年度から始まった
「医療的ケア児保育支援モデル事業」は、人工呼吸器を装
着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要
する状態にある障害児（医療的ケア児）が、保育所等の利
用を希望する場合に、受入が可能となるよう、保育所等の
体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る
ことを目的としている。テーマセッションでは、保育所で
の受け入れに向けての具体的取り組みや、受け入れのため
の医療機関側の支援状況、実際に受け入れてからの課題な
どについて検討した。

2）　内容：保育所と医療機関からの話題提供
①公立保育園：都内の公立保育園で、高度な医療を受け、
継続して医療的ケアを必要とする子どもたちを地域で受け
入れていくにあたり、その準備を始め（表1）、2018年4
月から受け入れを開始した。入園した児は導尿を必要とす
る児であった。保育現場では不安はあったものの、問題な
く保育が実施されている。今後の課題として、医療機関と
の連携、子どもの成長に伴う障がいへの理解とその対応、
他の子どもたちとのかかわり方、保育内容の調整などが挙
げられた。
②医療機関からの支援：医療機関においては、医療的ケア
児を受け入れる保育所を探すことから始まるが、当初はな
かなか受け入れる保育所が見つからなかった（下野新聞
2018年2月22日より）。今回の入園児は、気管切開をして
いた。保育所では看護師の配置を前提に受け入れの許可が
あったため、看護師である母親が園で仕事をしながら子ど
もを看ていくことにした。入園前に、児と母親、保育園園
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長、保育士、訪問看護師、保健師、相談支援専門員、主治
医、外来看護師、地域連携担当看護師らが一堂に集まり、
病状について説明、集団生活で気をつけること、医療的ケ
ア（喀痰吸引）に関する医師からの指示、緊急時の対応
（救急搬送先の病院の確保、消防署への連絡）などについ
て話し合いを行った。入園後は、定期的に外来受診し、保
育園で必要な対応は母親が主治医と確認しながら実施して
いった。入園後は発熱や喀痰の増加がみられたこともあっ
たが、大きな問題なく過ごすことができている。入所前に
想定できるリスクを洗い出し、1つ1つ対応策を考え、職
員全員の合意形成したことが重要であった。また、看護師
としての母親が、保育所と医療機関とのコーディネーター
の役割を果たしていることもうまく行うことができている
要因である。課題としては、行政の支援体制の整備、保育

所看護師の研修制度、困ったときの相談先などを検討する
ことが挙げられた。
3）　参加者からのアンケート結果

57名からのアンケートを得た。回答者全員が看護職で、
勤務先は、医療機関28名、地域関係（療養施設、訪問看
護ステーション、児童養護施設など）12名、その他は教
育関係などであった。テーマセッション後の感想として
【社会的認知の必要性】【システムをきちんとすることは保
育園看護職の安心につながる】【具体的なシステム作りの
参考となる】【3年もかけてシステムを作ることは大変】
などが記載されていた。また、事例の母親の参加による意
見交換が良かったとの記載があった。

3.　質問紙調査
1）　目的
これまで保育園看護職のための体系的な学習プログラム

は開発されてきていない。保育所看護職の体系的な学習プ
ログラムを構築する基礎研究として、保育所看護職の保健
活動の実態と研修状況を把握するため、実態調査を行っ
た。保育所看護職の保健活動の実態は2007年に社会福祉
法人全国保育協会にて全国的な調査がなされているが 6）、
保育所を取り巻く環境はこの10年急速に変化しているこ
とからも、再度調査が必要であると考えた。

2）　対象・方法
①調査対象：保育所看護職：全国保育園保健師看護師連絡
会の会員及び一部地域の保育所看護師のための看護師会に
参加した看護職に配布し、郵送にて個別回収した。
②調査内容：保健活動内容は、全国保育園保健師看護師連
絡会の保育所の保健活動領域 7）を一部変更して34項目と
し、実施状況を5段階（0職務に含まれない、1実施して
いない～4十分実施している）で調査した。これまでの研
修機会と研修経験については選択肢での回答を求めた。

表1　医療的ケア児を受け入れるまでの準備経過

経過年 行政 医療機関 保育園看護師会 保育園

1年目 受け入れ計画

2年目 準備会発足 医ケア内容の決定 
準備過程の検討 
手技等のマニュアル作成、研修

受け入れ拠点園の決定

3年目 医ケア児の受け入れ案内 受診の様子を見学、
手技等の確認

連絡帳、記録簿、事故報告用紙等の
作成 
特別支援学校、訪問看護ステーショ
ン、居宅訪問型保育等の見学、研修

看護師配置、施設改修、保健室準備 
園内研修、施設外研修など

4年目 実施保育園の視察・訪問、
医療的ケア会議の開催

会議参加（指導医） 実施園からの情報共有 
研修の継続

受け入れ開始 
看護師2名配置
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③分析方法：記述統計を算出し、実施状況は「実施群
（5段階の3, 4）」「未実施群（5段階の1, 2）」に分類し、
Fishersの直接検定を実施した。属性との関連は実施状況
の順序尺度を用い、Mann–Whitney 検定、Kruskal–
Wallis検定、経験年数別の多重比較には Bonferroniの検
定を用いた。有意水準は5％とした。
④倫理的配慮：研究の趣旨、目的、任意性、個人情報の保
護について文書にて説明を行い、返送をもって同意とし
た。本学研究倫理審査委員会の承認を受けて実施した。

3）　結果
①回答者の概要
回収数は209件であった。回答者の属性を表2に示す。
看護師経験年数は90％が5年以上と看護師として中堅
以上であり、77％が医療機関で子どもの看護に携わった
経験を有していた。保育所看護経験年数は2年以下
20.8％、3–5年21.7％、6–9年20.3％、10年以上が37.2％
であった。雇用形態は約74％が常勤、58％は看護業務専
任の配置、22％は看護職が複数配置されていた。所属保
育施設は81％が認可保育所であり、うち68％が私立保育
所であった。公立保育所の方が保育所経験年数10年以上
の割合が高く、私立保育所は経験年数2年未満の割合が高

く、それぞれ有意な差が認められた（p＜0.05）。
②保健活動の実施状況
保健活動34項目中、職務に含まれていない回答の多
かった6項目を除いた実施状況をみると図1のようであっ
た。実施の割合が80％以上の項目は16項目あり、【子ど
もの健康支援】【職員連携】に関連した項目が多かった。
16項目は、「体調不良児の対応」や「けがの応急処置」、
「感染症発症時の対応」など現場で直接的にケアや対応が
求められる項目や、「健診」「保健計画」など保育所運営に
おいて法令として定められている項目、「健康情報の収集」
「感染症の予防や対応や職員指導」「午睡の安全確保」「救
急法の講習」「アレルギー児の対応」などガイドラインが
定められている項目が多かった。
実施率が65％未満である項目は10項目あり、「医療や

療育との連携」「気になる子どもの地域支援機関との連携」
「虐待の予防・対応」「育児講座等での保健相談」「育児相
談」と、他機関との連携や地域活動に関する項目が半数を
占めていた。そのほか、【環境整備】では安全管理に関連
した2項目の実施状況が65％未満であり、【子どもの健康
支援】では、「子どもの健康教育」のみが64.6％と低い実
施割合を示していた。
③保健活動実施状況との関連要因
実施状況と関連していた要因には、保育所看護経験年

数、雇用形態、配置状況（専任・保育兼任）、看護職の配
置人数（単独、複数）、保育所設置主体（公立・私立）、事
業形態（認可、それ以外）であった。
保育所看護経験年数と関連していた実施項目は、12項
目あった。多重比較の結果、経験2年以下と3–5年で有意
な差があった項目は、「子どもの健康教育」、2年以下と
6–9年で有意な差があった項目は「保健計画」「健診」「健
康情報収集」「保護者の保健指導」であり、「子どもの健康
教育」は含まれなかった。経験2年以下と10年で有意な
差があった項目12項目すべてであり、上記に加え、「園内
外の安全点検」「子どもの健康管理の職員指導」「感染症予
防に関する職員指導」「救急法の講習」「職員自身の健康支
援」「虐待予防・早期発見・対応」「気になる子どもの地域
機関との連携」など、園内外の連携を求められる項目が多
かった。経験年数3–5年、6–9年、10年以上のグループ間
では有意な差はなかった。
設置主体の公立、私立により差があった項目は、「健診」

「子どもの健康教育」「体調不良児の対応」「けがの応急処
置」「気になる子・障がい児の対応」「保健計画」の6項目
であり、どの項目も公立に所属する方が実施の割合が高
かった。「医療的ケアの対応」において、設置主体が私立
のほうが実施の割合が高かったが、統計的に有意な差は認
められなかった。しかし、事業形態別にみると、「医療的

表2　回答者の属性

項目 区分 人数（％）

年齢 20代 6 （2.9）
30代 40 （19.6）
40代 76 （37.3）
50代 66 （32.4）
60代以上 16 （7.8）

看護師経験年数 5年以下 21 （10.3）
6–9年 23 （11.3）
10年以上 159 （78.3）

保育所看護経験年数 2年以下 43 （20.8）
3–5年 45 （21.7）
6–9年 42 （20.3）
10年以上 77 （37.2）

雇用形態 常勤 154 （74.4）
非常勤 53 （25.6）

配置 看護業務専任 117 （57.9）
クラス兼任 85 （42.1）

保育所設置主体 公立 63 （31.9）
私立 134 （68.0）

事業形態 認可 163 （81.5）
認可以外 37 （18.5）

保育所の子どもの定員 60人以下 27 （12.9）
61–120人 108 （51.7）
121人以上 74 （35.4）
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ケアの対応」は、認可外保育所の方が実施割合が高く、ま
た看護職が複数配置されている方が、実施割合が高く統計
的に有意な差が認められた（p＜0.05）。
④研修の現状
年間の平均研修日数は、図2のように、1～3日がもっ
と多かった。
また、研修内容は表3のように、感染症対策や食物アレ
ルギー対策は高いものの、災害対応は20％未満であった。

4）　考察
保健活動の実施割合が高い項であった体調不良やけがの

対応、感染症予防への対応、健康情報の把握、保護者支援
などは、先行研究 8,9）において保育所の管理職や保育士が

図1　保健活動の実施状況

図2　年間の研修日数

表3　受講研修内容

研修項目 割合

感染症対策、食物アレルギー 80％以上

発育・発達、応急処置 50–60％

健康教育、午睡の安全管理、 
気になる子ども・障がい児への対応、 
救急法の指導

40％程度

職員教育方法、虐待予防・対応 30％程度

健診の対応、保護者の保健指導、 
災害の備え、職員の健康支援、 
地域の専門機関との連携

20％未満
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看護職を必要とする理由として挙げており、役割期待と実
施率の高さは一致していると言える。一方で、子どもの健
康教育、気になる子どもの対応や地域連携、地域の子育て
支援、被虐待児への対応への看護職への役割期待は、これ
までの研究においても低く 10）、本研究においても実施率
は50～60％と低かった。また、他機関の連携については、
15％が職務に含まれないと回答していた。これらの項目
は、保育所看護職の経験年数別にみても、2年未満と10
年以上のグループ間のみの差にとどまっており、新任期の
みならず中堅でも課題となっていることが予測された。看
護師に対する役割期待が低い項目は、保育所の管理職や保
育士が自らの役割として取り組んでいる項目とも考えられ
る。看護師は、管理職や保育士とともに協働していく中
で、その役割を創造していくことが求められ、看護の視点
からどのように状況を捉え、アプローチしていくかという
ことを多職種に伝えることのできる力が求められると考え
る。学校保健において、子どもたちの多様化する健康課題
の解決には、養護教諭等を中核とした連携による取り組み
の必要性が示され、養護教諭はそのコーディネーターの役
割が求められており 11）、本研究の結果からも、保育所看
護職も施設内外の関係者とチームを形成していくコーディ
ネーション力が必要とされていると示唆された。
本研究では、保育所看護職の経験2年以下とそれ以外の
みで統計的な有意差があり、特に新任期に保育所での保健
活動の実施に困難を生じやすいと考えられた。また、差が
生じた項目は施設内の職員との連携や職員指導、保護者と
の連携、施設外との連携など、先に述べたコーディネート
を必要とする項目が多く含まれている。しかし、研修内容
からは、このようなコーディネーション力を培う機会はな
い。一人職場として、知識を活用しながら、保育所内外の
関係者と組織的な体制作りも含め実践していく力をつけて
いくことが重要となる。知識の補充だけでは捉えにくい保
育所看護職に求められる実践力について、経験年数それぞ
れの段階に応じた目標設定を行い、効果的で体系的な学習
プログラムの開発が重要となることが示唆された。

4.　ま　と　め
2年間の支援を得て、保育所看護職の保健活動状況と影

響要因について分析を進めることができた。特に経験年数
が影響しており、経験に応じた学習支援を通して自信を
もって活動ができるようなキャリアラダーの開発が急務と
考える。
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